
　　令和５年度アンケート集計結果
　★アンケート回収数 25 回収率 69%

【１自治会町内会の体制等について】

　（問１）貴自治会町内会の会員数を教えてください。

　（問１－２）未加入世帯はありますか。

　（問２）貴自治会町内会では、役員をどのように決めていますか。

①自薦（立候補） 1

②他薦（推薦） 8

③輪番制・当番制 14

④くじ引き 3

⑤その他 1

　（問３）貴自治会町内会の規約で定められている役員の任期はどれくらいですか。

①１年交代 19

②複数年交代 5

③特に定めていない

④その他 1

＊会長任期は、

　①他役員と同様 18

　②他役員とは異なる 2

　（問３－２）問３で「①１年交代」「②複数年交代」と回答された方に質問です。再任等により定められた年数より超

　　　過して役員に就いている方はいますか。

①いる 10

②いない 14

③分からない 1

30

不明

1

0

世帯数

290

344

266

200

132

163

50

81

未加入世帯数

50

700以上

不明

400

約20

0

8

石川山田自治会696

562

467

135

260

216

198

67

新亀井野自治会130 約2

西俣野下自治会11

290

34

75

100

天神町自治会

亀井野虹の原自治会

Jタウン湘南ヒルズ自治会

73

54

136

1,130

約20

不明

11

488

屋中自治会

六会駅前高層住宅自治会

大神町内会

不動前団地自治会

ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ湘南台Ⅱ自治会

新田自治会 六会マンション自治会

新田道自治会 小栗塚自治会約50

富士見台自治会 六会団地自治会数世帯

自治会町内会名 自治会町内会名

亀井野上町内会

石川原庭自治会

世帯数 未加入世帯数

12

（その他　主な回答）　　自薦他薦なく、留任

（具体の年数）　　２年×４、３年×１

（その他　主な回答）　　会長2年、会長以外の役員1年

（具体の任期年数）　２年

（具体の超過年数）１、３、４、４～６、５、５～６、１０～２５、１２、２０、無回答

湘風台自治会

旭ヶ丘町内会

不動ヶ丘自治会

桜ヶ丘自治会

大山自治会

約100

37

2

石川下町自治会



　（問４）役員ができない方への免除措置を設けていますか。

①設けている 6

②設けていない 16

③分からない 3

　（問４－２）問４で「①設けている」と回答された方に質問です。免除の対象が高齢の場合、それは何歳から適用

　　　されますか。また、高齢者以外の免除規定があれば、どのような事由になりますか。（複数回答可）

①高齢の場合 （＊平均　　歳から免除）

②高齢以外

　（問５）役員への報酬はありますか。

①報酬はある 13

②実費弁償（通信費・交通費など）はある 9

③報酬も実費弁償もない 4

（高齢以外の事由　主な回答）
・役員本人の申請による　・申し出により困難と判断された場合「思いやりポスト」　・75歳以上の運転免許証返納者
に限って免除　・健康上の理由高齢の場合何歳とは決めていないが、病気等その方の状況による　　・1高齢の場
合：会長は75歳から免除。会長を除く役員は80歳目安。2高齢以外：単身者は会長を辞退することができる。

（具体の報酬額）　・一人年額5000円、コロナ期間は半額　・3万円×２　・会長20,000他7,000　・2万円　・1～5万円
・5千円～3万円（役割により異なる）　・3000～30000円　・5000～20000円　・会長5000円、他役員3000円、地区役
員1000円　・2500～10000円



【２自治会町内会の運営等について】

　（問１）貴自治会町内会の月会費はいくらですか。

167円（年間2,000円）以下 7

200円～250円（年間2,400円～3,000円） 13

250円（年間3,000円以上） 5

　（問１－２）会費の減額や免除をしていますか。

①免除していない 20

②免除している 5

　（問１－３）現在、自治会町内会費をどのように集金していますか。（複数回答可）

①対面・個別集金 22

②口座振込 1

③ｷｬｯｼｭﾚｽ決済 1

④その他 2

　（問２）現在、回覧板をどのような媒体で配布・回覧していますか。（複数回答可）

①紙媒体 23

②オンライン 1

③配布・回覧していない 2

　（問３）役員会等会議は定期的に開かれていますか。

①定期的に開かれている 17

②定期的に開かれていない 8

　（問３－２）現在、会議をどのような手段で開催していますか。（複数回答可）

①対面開催 23

②書面開催（紙） 1

③書面開催（メール） 0

④ビデオ開催 1

⑤その他 1

（その他　主な回答）　開催なし

（開催頻度）　・公園清掃後（年10回）役員からの報告・連絡を行っている。また必要に応じて場所を借り、役員会を
開催している。急ぎの連絡はメールをしている。　・年に数回程度　・随時　・開催していない

（ツール）　記入なし

（その他　主な回答）　・学生はアパートのオーナーから振込み　・未収金

（ツール）　デジタルサイネージ

（免除の内容）　・高齢者等　・集合住宅の居住者世帯で個人情報等の開示がないものを準会員として半額徴収
（学生アパートなど）　・学生世帯は半額　・一般世帯は免除なし、学生のみ半額　・諸事情により　・コロナ禍で行事
がなかったため、半額措置

（ツール）　記入なし

（開催頻度）　　・月１回がほとんど　・２か月に１回　・年４回程度　・年７回


